
重要事項説明書 
 

 

☑ 通所リハビリテーション 

 

 

（１） 施設の概要 

名 称 介護老人保健施設 ニューライフあじす 

所 在 地 山口県山口市阿知須４１６５番地３ 

連 絡 先 TEL：0836－６５－2178  FAX：０８３６－６５－５４５５ 

管 理 者 三 好 典 子 

事 業 所 番 号 ３５５７６８００１８  （開設：平成３年１月１日） 

 

 １単位 ２単位 

定 員 ３０名 15名 

敷 地 ５６４．００㎡ ２１７３．６１㎡ 

構 造 木造平屋建て ２７４．２５㎡ 鉄筋コンクリート造・４階建 ２５３１．７０㎡ 

 

（２） 運営方針 

通所リハビリテーション計画書に基づき、利用者の要介護状態の軽減若しくは、悪化の防止に

努め、計画的にサービスを提供します。利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立

ったサービスの提供に努めます。「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活の維持・向上を図り、

家庭や社会への参加を促します。 

 

（３） 営業日／営業時間 

 １単位 ２単位 

営 業 日 月曜日～土曜日 
（祝祭日、第５土曜日、12/30～1/3、8/15･16除く） 

月曜日～金曜日 
（祝祭日、第５土曜日、12/30～1/3、8/15･16除く） 

営 業 時 間 ８：３０～１７：３０ ８：３０～１７：３０ 

提 供 時 間 ９：３０～１５：３０ ９：３０～１１：００／１４：３０～１６：００ 

延長サービス 実施時間前後、連続して２時間  

 

（４） 設備／備品 

 １単位 ２単位 

機 能 訓 練 室 

１２９．５５㎡ ５６．６２㎡ 

ハイドロタイザー、マイクロタイザー 

メドマー、移動式平行棒、角度計 

握力計、四脚杖、ウォーカーケイン 

長下肢装具、短下肢装具、血圧計 

カラオケ、テレビ 

筋力計、テレビ 

プラットホームマット、 

油圧式トレーニングマシン 
（ローイング／チェストプレス、レッグプレス、

レッグエクステンション／フレクション、 

ヒップアブダクション／アダクション） 

浴 室 一般浴槽、特殊浴槽 １８．８４㎡  

 

（５） 実施地域 

山口市（秋穂二島、嘉川、佐山、秋穂、阿知須）、宇部市（東岐波、西岐波） 

 



（６） 設備／備品 

 １単位 ２単位 

機 能 訓 練 室 

１２９．５５㎡ ５６．６２㎡ 

ハイドロタイザー、マイクロタイザー 

メドマー、移動式平行棒、角度計 

握力計、四脚杖、ウォーカーケイン 

長下肢装具、短下肢装具、血圧計 

カラオケ、テレビ 

筋力計、テレビ 

プラットホームマット、 

油圧式トレーニングマシン 
（ローイング／チェストプレス、レッグプレ

ス、レッグエクステンション／フレクション、 

ヒップアブダクション／アダクション） 

浴 室 一般浴槽、特殊浴槽 １８．８４㎡  

 

（７） 従業者の職種および員数 

  １単位 ２単位 

職 種 
常勤 非常勤 

職 種 
常勤 非常勤 

専従 兼任 専従 兼任 専従 兼任 専従 兼任 

管 理 者  １   管 理 者  １   

医 師  １  １ 医 師  １  １ 

相談員／事務員  １   相談員／事務員  １   

看 護 師  2 1  看 護 師  ２   

介 護 職 員 4 2 1  介 護 職 員  2   

理 学 療 法 士  4   理 学 療 法 士  ３   

作 業 療 法 士  3   作 業 療 法 士  ３   

言 語 聴 覚 士  1   言 語 聴 覚 士  １   

管 理 栄 養 士  1   管 理 栄 養 士  １   

運 転 士    ６ 運 転 士    ６ 

 

（８） サービス内容 

  １単位 ２単位 

計 画 作 成 通所リハビリテーション計画書の作成 ○ ○ 

食 事 １１：４０～１２：３０ ○ － 

入 浴 希望者のみ実施 ○ － 

排 泄 トイレ誘導、排泄介助 ○ ○ 

送 迎 車椅子対応可 ○ ○ 

医学的管理・看護 医師による診察、検査、投薬、注射、処置等 ○ ○ 

介 護 日常生活全般の介護および自立支援を目的としたケア ○ ○ 

リ ハ ビ リ 心身の機能維持、必要なリハビリテーション ○ ○ 

相 談 援 助 利用者・家族への相談援助、 関係機関との連絡調整 ○ ○ 

 

（９） 留意事項 

ご持参いただく物 内服薬、着替え、紙パンツ、バスタオル１枚、フェイスタオル２枚、ビニール袋 

迷惑行為の禁止 

⚫ 飲酒および喫煙、備品の持ち出し不可 

⚫ 自宅からの食事、多額の金銭や貴重品の持ち込み不可 

⚫ 営利行為、宗教、特定の政治活動の宣伝活動 

⚫ 喧嘩、口論、泥酔などで、他の利用者に迷惑を及ぼす 

⚫ 火気の使用、社会的秩序、風紀を乱し、安全衛生を害する 

⚫ 故意に施設もしくは設備に損害を与える行為 



（１０） 非常災害対策 

消 防 ・ 災 害 対 策 

「老人保健施設ニューライフあじす 消防計画」 

震災、風水害、火災その他非常災害に備えるため、消火設備その他の非常

災害対策に必要な設備を設け、周辺地域の環境及び利用者の特性を踏ま

え、利用者の安全確保の体制及び避難方法を定めた計画を策定する。 

周 知 徹 底 研修または会議で職員に周知徹底 

避 難 訓 練 避難訓練（年３回、うち夜間訓練１回） 

防 災 設 備 

スプリンクラー設置、消火用散水栓、自動火災報知器設置、非常通報装

置、誘導灯、誘導標識、防火扉、屋内消火栓、自家発電装置、非常警報装

置、消火器、ポーターマット 

 

（１１） 事故発生の防止及び発生時の対応 

事故発生時の際は、速やかに保険者、利用者の家族、関係機関に連絡を行い、必要な措置を講

じる。発生状況及び経過を記録する。また、事故発生時、施設の責に帰す場合は損害賠償を速や

かに行う。迅速な改善策、周知徹底を行う。 

⚫ サービス向上委員会（リスクマネジメント対策班）を実施（毎月１回）、職員研修を実施（年１回） 

損害保険 介護老人保健施設総合補償制度加入 代理店 株式会社全老健共済会 

 

（１２） 秘密保持及び個人情報保護 

当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者、身元引受人、親族に関する個人情報

は適切な取扱いを行う。また、正当な理由なく第三者に漏洩しない。但し、次項については、関係機関

または関係者が行うべき義務として情報提供を行う。 

①  サービス提供困難時の事業者間の連絡や紹介 

②  居宅介護支援事業所等との連携 

③  利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合の市町村への通知 

④  利用者に病状の急変が生じた場合の主治医への連絡 

⑤  生命・身体の保護のため必要な場合（災害時） 

 

（１３） 感染防止対策 

方 針 
感染症、食中毒の発生予防及びまん延防止のため衛生管理に努める。対策指針

を定め、その発生防止体制を整備する。 

対策委員会 サービス向上委員会（施設内感染防止対策班）を毎月１回開催 

教 育 研 修 感染症予防対策に関する教育・研修を年２回以上実施、全職員に周知徹底 

 

（１４） 苦情相談窓口 

介護老人保健施設 ニューライフあじす （小 林 由 香） 
山口市阿知須４１６５番地３ 

TEL：０８３６－６５－2178 

 

（１５） 公的相談窓口 

山口市 健康福祉部介護保険課 介護給付担当 
山口市亀山町２－１ 

TEL：０８３－９３４－２７９５ 

宇部市 健康福祉部介護保険課 介護給付係 
宇部市常盤町１丁目７－１ 

TEL：０８３６－３４－８３９６ 

山口県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情相談班 
山口市朝田１９８０－７ 

TEL：０８３－９９５－１０１０ 



利用料金 
 

（１） 基本料金（１割負担の場合） 

    1～2時間 2～3時間 3～4時間 4～5時間 5～6時間 6～7時間 

要介護 1 369円 383円 486円 553円 622円 715円 

要介護2 398円 439円 565円 642円 738円 850円 

要介護3 429円 498円 643円 730円 852円 981円 

要介護4 458円 555円 743円 844円 987円 1,137円 

要介護5 491円 612円 842円 957円 1,120円 1,290円 

 （２） 加算 

時間延長サービス加算 
８～９時間の場合 ５０円  

９～１０時間の場合 １００円  

リハビリテーション提供体制加算 

３時間以上４時間未満 １２円  

４時間以上５時間未満 １６円  

５時間以上６時間未満 ２０円  

６時間以上７時間未満 ２４円  

リハビリテーションマネジメント加算 イ 
開始から６ヶ月以内／月 ５６０円  

開始から６ヶ月超／月 ２４０円  

リハビリテーションマネジメント加算 ロ 
開始から６ヶ月以内／月 ５９３円  

開始から６ヶ月超／月 ２７３円  

リハビリテーションマネジメント加算 ハ 

開始から６ヶ月以内／月 ７９３円  

開始から６ヶ月超／月 ４７３円  

医師が利用者・家族に説明、同意を得た場合 ２７０円  

入浴介助加算（Ⅰ） ４０円  

入浴介助加算（Ⅱ）      ６０円  

短期集中個別リハビリテーション実施加算 １１０円  

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）／日 ２４０円  

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）／月 1,920円  

生活行為向上リハビリテーション実施加算（開始６ヶ月以内／月） 1,250円  

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（６月に１回限度） ２０円  

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（６月に１回限度） ５円  

口腔機能向上加算（Ⅰ）（１月あたり２回が限度） １５０円  

口腔機能向上加算（Ⅱ）イ（１月あたり２回が限度） １５５円  

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ（１月あたり２回が限度） １６０円  

中重度者ケア体制加算（１日につき） ２０円  

科学的介護推進体制加算（１月につき）  ４０円  

退院時共同指導加算（１回につき） ６００円  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  ２２円  

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）  所定単位数×0.66％  

※２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の金額となります。 

（３） 食費 

食事 ６１０円（非課税）  おやつ ７７円（税込）  

（４） 交通費（実施地域以外） 

片道20km未満、1回につき ２５５円（税込） 片道20km以上、1回につき ５１０円（税込） 

（５） その他の料金 

食事用エプロン ２２円（税込） パット、紙パンツタイプ（M）（L） １１０（税込） 

キャンセル料 ５１０円（税込） 診断書等証明書料  １，１００円（税込） 

 


